
 

- 1 - 

公害資料館ネットワーク 規約 
 

第 1 章 総則 
（名称） 

第１条 本会は、「公害資料館ネットワーク」と称する。 
 

第２章 ⽬的及び活動 
（⽬的） 

第２条 本会は、各地の公害資料館等が実践してきた「公害を伝える」取り組みを共有して、多様な
主体と連携・協働しながら公害を学ぶ意義を全国、そして世界に発信することを⽬的とする。 

（会の活動） 

第３条 本会は、前条の⽬的を達成するため、公害資料館等をはじめ、個⼈、企業、⾏政、ＮＰＯ、
住⺠組織、教育・研究者などが連携し、公害資料館ネットワークの協働ビジョンを踏まえ、次に掲
げる種類の活動を⾏う。 

(１) 全国の公害地域の取組み、及び、公害資料館等の関係者間の情報交流の推進 

(２) 「公害を伝える」ためのテーマ別分科会の開催 

(３) 課題に応じた、調査・研究・提案を⾏う協働プロジェクトの推進 

(４) フォーラム実⾏委員会と連携し、全国の関係者が交流する公害資料館連携フォーラムの開催 

(５) ⽇本・世界の多様な主体に向けた情報発信・協働の呼びかけ 

(６) その他、⽬的を達成するために必要な活動 
 

第３章 会員 
（会員の種別） 

第４条 本会は、⽬的に賛同する次の会員ならびに構成団体をもって構成する。 

(１) 正会員 事業活動及び運営に参画する個⼈⼜は団体 

(２) 賛助会員 事業活動に賛助・協⼒する個⼈及び団体 

(３) 構成団体 事業活動に参画・協⼒する公害資料館 

２ 正会員、賛助会員は、それぞれ別に定める会費を納めるものとする。 

（⼊会及び退会） 

第５条 会員として⼊会しようとする者は、所定の⼊会申込書を本会に提出するものとする。 

２ 会員が退会しようとするときは、所定の退会届を本会に提出するものとする。 

なお、会員が次の各号の⼀に該当するときは、退会したものとみなす。 

(１) 会員本⼈が死亡し、⼜は会員である団体が消滅したとき 

(２) 会費を納期限までに正当な理由なく納めないとき  
  

第４章 役員 
（役員） 

第６条 本会には、次の役員を置く。 

(１) 幹事５⼈以上１５⼈以内 

(２) 監査役２⼈以上 
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２ 幹事のうち、１⼈を代表幹事、２⼈以内を副代表幹事とする。 

（役員の選出） 

第７条 役員は、正会員の中から選出する。 

２ 代表幹事、副代表幹事は、幹事会において幹事の互選とする。 

３ 監査役は、幹事⼜は本会の職員を兼ねることはできない。 

（役員の職務） 

第８条 幹事は、幹事会を構成し、議決に基づき、会務を執⾏する。 

２ 代表幹事は、本会を代表し、会務を統括する。 

３ 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、会務を総理する。 

４ 代表幹事は、幹事会を構成し、本規約の定め及び幹事会の議決に基づき、本会の活動を執⾏する。 

５ 監査役は、本会の財務、及び、幹事の業務執⾏の状況を監査する。 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 
 

第５章 総会 
（総会） 

第１０条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員をもって構成する。 

２ 通常総会は、毎年１回開催する。 

３ 臨時総会は、次の各号の⼀に該当するとき、開催する。 

(１) 幹事会が必要と認めたとき 

(２) 正会員の５分の１以上から、会議の⽬的を記載した書⾯によって招集の請求が求められたと
き 

（総会の権能） 

第１１条 総会は、この規約に別に定めがあるもののほか、つぎの事項を決議する。 

（１）規約の変更 

（２）解散 

（３）本会の事業計画、事業報告、予算および決算 

（４）その他、本会運営にかかる事項 

（総会の招集） 

第１２条 総会は、代表が招集する。 

２ 総会を招集するには、開会⽇の少なくとも⼀週間前までに、会議の⽇時、場所、⽬的を⽰し、会員
に通知を発しなければならない。 

（総会の議⻑） 

第１３条 総会の議⻑は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 

（定⾜数） 

第１４条 総会は、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

（総会の議事） 

第１５条 総会の議事は、本規約で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議⻑の決するところによる。 

（表決権等） 

第１６条 各正会員の表決権は、１会員１票とする。 
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２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書⾯
をもって、若しくは、電磁的⽅法により表決し、⼜は他の正会員を代理⼈として表決を委任するこ
とができる。 

３ 前項の規定により表決した正会員は、前条の適⽤については、総会に出席したものとみなす。 

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができな
い。 

（議事録） 

第１７条 総会の議事については議事録を作成する。 

 
第６章 幹事会 

（構成） 

第１８条 幹事会は、役員をもって構成する。 

（幹事会の招集） 

第１９条 幹事会は、代表幹事が招集する。 

（幹事会の開催） 

第２０条 幹事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。 

(１) 代表幹事が必要と認めるとき 

(２) 幹事の２分の１以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯によって招集が求められたと
き 

(３) やむを得ない理由により幹事会に出席できない幹事は、書⾯若しくは電磁的⽅法をもって表
決することができる。 

（幹事会の議⻑） 

第２１条 幹事会の議⻑は、代表幹事、⼜は、副代表幹事がこれにあたる。 

（幹事会の議事） 

第２２条 幹事会は、本規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

(１) 総会に付議すべき事項 

(２) 総会の議決した事項の執⾏に関する事項 

(３) その他総会の議決を要しない活動の執⾏に関する事項  

２ 幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによ
る。 

（分科会） 

第２３条 必要に応じて、分科会を設ける。 
 

第７章 その他 
（事務局） 

第２４条 本会の事務を処理するため、事務局を置く 

２ 事務局は代表幹事が幹事会の承認を得て、会員の中から指定する。 

（会計） 

第２５条 本会の運営に要する経費は、会費、助成⾦、補助⾦、事業収⼊、寄付⾦、その他の収⼊を
もって充てる。 

（活動年度） 
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第２６条 本会の活動年度は、毎年４⽉１⽇に始まり、翌年３⽉ 31 ⽇に終わる。 

（規約の変更） 

第２７条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数によ
る議決を経なければならない。 

（解散） 

第２８条 この団体は、次に揚げる理由により解散する。 

(１) 総会の決議 

(２) ⽬的とする事業の成功の不能 

(３) 正会員の⽋亡 

(４) 合併 

(５) 破産 

２ 前項第１号の事由によりこの団体が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけ
ればならない。ただし、前項第３項の事由による場合は、⾃動的に解散するものとする。 

（団体の所在地） 

第２９条 本会の所在地を次のとおりとする。 

岡⼭県倉敷市⽔島⻄栄町１３−２３ 
 
附 則 

１ 本規約は、本会の成⽴の⽇から施⾏する。 

２ 本会の設⽴当初の役員は、次に掲げる者とする。 

代表幹事  ⾼⽥研（都留⽂科⼤学） 

副代表幹事 ⻄村仁志（広島修道⼤学） 

幹  事  板倉豊（京都精華⼤学） 

⼩⽥康徳（あおぞら財団付属⻄淀川・公害と環境資料館） 

清⽔万由⼦（⿓⾕⼤学） 

北村美⾹（株式会社ノルテム） 

髙⽊勲寛（⼀般財団法⼈神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会（清流会館）） 

林美帆（あおぞら財団） 五⼗⾳順 

監査役   五⼗嵐実（⽇本⾃然環境専⾨学校） 

   川中⼤輔（シチズンシップ共育企画） 

３ 本会の設⽴当初の会費は、第 4 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

正会員（団体） 年会費   １⼝（10,000 円） 

正会員（個⼈）   年会費   １⼝（2,000 円） 

賛助会員  年会費   2,000 円以上 

４ 運営上の詳細については別途規定を設ける。 
 
附 則 

この規約は、２０２０年６⽉２６⽇から施⾏する。 
 
附 則 

この規約は、２０２１年６⽉１９⽇から施⾏する。 
 


